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令和５年度蓮田白岡衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見書の提言等への 

対応状況について（通知） 

このことについて、別紙のとおり通知します。 

 



 

令和５年度 蓮田白岡衛生組合一般会計決算審査意見書に基づく提言要望事項の対

応状況について  

２ むすび 「提言要望事項」 
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要望内容 対応状況 所属課 

１ 蓮田白岡衛生組合のごみ処理

施設は竣工後２９年が経過し、

老朽化が顕著なため、令和５年

６月に策定したごみ処理施設整

備基本構想に基づく、基幹的設

備の改良工事が計画されてお

り、現在、当該工事に向けた整

備計画である長寿命化総合計画

を策定しているところである。 

  当該工事は、安定的な廃棄物

処理を継続する上で必要不可欠

なものであるが、その実現のた

めには市民の十分な理解が求め

られることから、実施時期や実

施内容並びに財政負担などにつ

いて、市民にも先が見える計画

を策定するとともに、計画の具

体的内容の周知や普及啓発活動

の推進に努められたい。 

  また、長寿命化総合計画に基

づく施設や設備の改良工事が終

了するまでの間は、老朽化した

施設・設備の的確な点検・整備、

修繕に努めごみ処理施設の安定

的な稼働を図られたい。 

ごみ処理施設整備基本構想の

策定に伴い、令和６年１０月発行

の環境センターだより８０号に

おいて、ごみ処理施設の整備方針

の記事を掲載いたしました。 

現在、基幹的設備改良工事を実

施するための「長寿命化総合計

画」を策定しているところです

が、当該計画の策定に当たって

は、工事内容、実施時期及び必要

経費等について、積極的に周知し

てまいります。 

また、既存施設の老朽化が顕著

なことから、引き続き、適切な整

備を行い、安定したごみ処理を継

続できるよう努めてまいります。 

施設管

理課 
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２ 令和５年度の不用額は９，４

４９万２，１６６円で、前年度

と比較して４，４２１万１，４

０９円の増加となった。 

  昨年度の一般会計歳入歳出決

算審査意見書においても不用額

の縮減について指摘したところ

であるが、依然として、不用額

の縮減には至っていない状況で

限られた財源の有効活用を図

るため、多額の不用額が生じてい

る事業については、その理由を 

検証し、新年度予算への適切な反

映に努めるとともに、必要に応じ

て事業の見直しを行ってまいり

ます。 

また、組合予算の７割超を占め

る分担金は、両市の市民の負担で

庶務課 



 

 

ある。 

エネルギー価格の高騰などに

よる予算執行管理の困難さも理

解できるところであるが、組合

の主な財源は蓮田市及び白岡市

からの分担金であり、これらは

市民の負担であることを再認識

し、適切な予算の執行管理を望

むものである。 

あることを再意識し、予算の有効

かつ効率的な執行に努めてまい

ります。 
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３ ２款 総務費、１項 総務管理

費、１目 一般管理費、１０節 需

用費印刷製本費の「ごみの分別

手引き作成」に当たって、２者

から見積もりを徴取し、安価な 

１者と２２万１，１００円で、

地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第１号の規定に基づく

随意契約を締結していた。 

  一方で、蓮田白岡衛生組合契

約実務マニュアルでは、設計金

額又は契約金額が１０万円を超

えるものについては３者以上か

ら見積もりを徴取することと定

めていることから、今後は当該

マニュアルの規定を遵守し、適

切な契約事務の執行に努められ

たい。 

 

設計金額又は契約金額が１０

万円を超える随契契約について

は、蓮田白岡衛生組合契約実務

マニュアルにおいて、３者以上

から見積もりを徴取する必要が

あることから、適切な事務執行

に努めてまいります。  

また、契約担当が定期的に開

催する職員向け研修会等も活用

し、当該マニュアルの遵守につ

いて、情報共有を図ってまいり

ます。 

庶務課 

 


